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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基盤部と、
前記基盤部に連結されたシート部と、
前記基盤部及び前記シート部のうちの一方から上方に伸び、実質的に剛体の構造を形成す
るフレーム部と、
前記フレーム部の第一の端部に連結される第一の端部と、前記フレーム部の第二の端部に
連結される第二の端部とを有する背中支持体であって、前記フレーム部の前記第一の端部
と前記第二の端部との間に位置する複数の背中支持部材を含み、前記複数の背中支持部材
のそれぞれが，隣接する背中支持部材の長手方向の面と係合する長手方向の面を備えてい
る背中支持体と、
前記複数の背中支持部材を相互に圧縮・非圧縮状態とし、隣接する背中支持部材に対して
前記背中支持部材それぞれの相対位置を固定するため、前記背中支持部材それぞれを貫通
して伸び，前記フレーム部の前記第一の端部と前記第二の端部との間を結ぶ留め具と、
前記複数の背中支持部材に抵抗力及び復元力を与えるために前記背中支持体内に配置され
た少なくとも１つの付勢部材と、
を備えることを特徴とするシート。
【請求項２】
請求項１記載のシートにおいて、
前記複数の背中支持部材はさらに、前記留め具と前記少なくとも１つの付勢部材のうちの
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少なくとも１つを内側に通して収受するための、前記背中支持部材を横切る複数の通路を
備えることを特徴とするシート。
【請求項３】
請求項２記載のシートにおいて、
前記横切る複数の通路は、
少なくとも１つの中央通路と、
前記少なくとも１つの中央通路と略平行な少なくとも１つの外側寄りの通路とを備えるこ
とを特徴とするシート。
【請求項４】
請求項１記載のシートにおいて、
前記複数の背中支持部材それぞれの前記長手方向の面は、隣接する背中支持部材の対向す
る対応構造に係合するようにされた隆起部及び溝のうちの一方を備えることを特徴とする
シート。
【請求項５】
請求項１記載のシートにおいて、
前記複数の背中支持部材それぞれの前記長手方向の面はさらに長手方向のスプラインを複
数備えることを特徴とするシート。
【請求項６】
請求項５記載のシートにおいて、
それぞれの背中支持部材に設けられた前記複数のスプラインは、隣接する背中支持部材の
スプラインと係合するようにされることを特徴とするシート。
【請求項７】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材の前記長手方向の面はさらに、前記
長手方向の面に対し角度をもって配置された溝及び突起のうちの少なくとも一方を備える
ことを特徴とするシート。
【請求項８】
請求項７記載のシートにおいて、
前記溝及び突起のうちの少なくとも一方は、先端が切られた三角形状の断面を有すること
を特徴とするシート。
【請求項９】
請求項７記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第二の複数の背中支持部材の前記長手方向の面は、対となる溝
及び突起のうちの少なくとも一方を備えることを特徴とするシート。
【請求項１０】
請求項７記載のシートにおいて、
前記溝及び突起のうちの少なくとも一方は、略三角形状の断面を有することを特徴とする
シート。
【請求項１１】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は少なくとも１つの凸面を備えるこ
とを特徴とするシート。
【請求項１２】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は少なくとも１つの凹面を備えるこ
とを特徴とするシート。
【請求項１３】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は円柱状の本体部を備えることを特
徴とするシート。
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【請求項１４】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は直方体状の本体部を備えることを
特徴とするシート。
【請求項１５】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は多角形体状の本体部を備えること
を特徴とするシート。
【請求項１６】
請求項１記載のシートにおいて、
前記背中支持部材のうちの第一の複数の背中支持部材は少なくとも２つの反対向きの凹面
を備えることを特徴とするシート。
【請求項１７】
請求項１記載のシートにおいて、
前記留め具はケーブル及び棒のうちの一方を備えることを特徴とするシート。
【請求項１８】
請求項１７記載のシートにおいて、
前記留め具は前記複数の背中支持部材の中間部を貫通して伸長することを特徴とするシー
ト。
【請求項１９】
請求項１２記載のシートにおいて、
前記留め具は前記複数の背中支持部材の端部を貫通して伸長することを特徴とするシート
。
【請求項２０】
請求項１記載のシートにおいて、
該シートはさらに、前記留め具を引っ張られた状態にし、前記フレーム部の前記第二の端
部を前記フレーム部の前記第一の端部に向かって引っ張るための手段を備えることを特徴
とするシート。
【請求項２１】
請求項１記載のシートにおいて、
前記少なくとも１つの付勢部材は、板ばね，コイルばね，棒ばね及び平ばねのうちの１を
備えることを特徴とするシート。
【請求項２２】
請求項１記載のシートにおいて、
該シートはさらに、前記複数の背中支持部材のうちの複数から伸びる複数の側部支持部材
を備えることを特徴とするシート。
【請求項２３】
請求項１記載のシートにおいて、
前記少なくとも１つの付勢部材は前記留め具に対して側方に配置されることを特徴とする
シート。
【請求項２４】
請求項１記載のシートにおいて、
該シートはさらに、１つ以上の前記背中支持部材の各端部から伸びる側部支持部材を備え
ることを特徴とするシート。
【請求項２５】
シート用の背中部において、
前記シートのシート部及び前記シートの基盤部のうちの一方に連結されるようになってお
り、上端部及び下端部を有する実質的に剛性のフレーム部と、
前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記上端部と前記下端部との間に配置され、
互いに連続的に並べられて配置され，隣り合うもの同士が接した状態にある複数の背中支
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持部材を備える背中支持体と、
前記背中支持部材それぞれを通って伸び、前記複数の背中支持部材を選択的に相互に圧縮
・非圧縮状態とする引張部材と、
前記背中支持体に抵抗力及び復元力を与えるために前記背中支持部材それぞれを通って伸
びる少なくとも１つの付勢部材と、
を備えることを特徴とするシート用の背中部。
【請求項２６】
請求項２５記載のシート用の背中部において、
該背中部はさらに、前記背中支持部材の両端部から伸びる側部支持部材を備えることを特
徴とするシート用の背中部。
【請求項２７】
請求項２５記載の背中部において、
前記フレーム部は、
前記シートのシート部及びシートの基盤部のうちの一方に取付けられる第一の支持部材と
、
前記第一の支持部材から略垂直に伸びる第二の支持部材と、
前記第二の支持部材の両端部に配置される第一及び第二の連結フランジと、
を備えることを特徴とする背中部。
【請求項２８】
請求項２７記載の背中部において、
前記背中支持体はさらに、
前記第一の連結フランジに前記背中支持体を取付けるための上側固定部材と、
前記第二の連結フランジに前記背中支持体を取付けるための下側固定部材と、
を備えることを特徴とする背中部。
【請求項２９】
請求項２８記載の背中部において、
前記複数の背中支持部材はさらに、
前記上側固定部材と前記下側固定部材との間に配置される第一の複数の背中支持部材と、
前記上側固定部材と前記下側固定部材との間に配置され、前記第一の複数の背中支持部材
に対して互い違いに連続的に並置される第二の複数の背中支持部材と、
を備えることを特徴とする背中部。
【請求項３０】
請求項２８記載の背中部において、
前記複数の背中支持部材は互いに実質的に類似しており、
前記複数の背中支持部材のそれぞれは凸面及び凹面のうちの一方を有することを特徴とす
る背中部。
【請求項３１】
請求項２８記載の背中部において、
前記背中支持体はさらに前記背中支持部材上に形成された干渉構造を有することを特徴と
する背中部。
【請求項３２】
請求項２５記載のシート用の背中部において、
前記背中支持部材それぞれは、
隣接する背中支持部材の凸面及び凹面のうちの一方と弧状に摺動して係合する凸面及び凹
面のうちの一方を有する本体部と、
前記少なくとも１つの付勢部材と前記引張部材を収受するための、各背中支持部材の前記
本体部を通って伸びる複数の通路と、
を備えることを特徴とするシート用の背中部。
【請求項３３】
請求項３２記載のシート用の背中部において、
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前記背中支持部材それぞれはさらに、前記本体部の前記凸面及び前記凹面のうちの１つに
形成された少なくとも１の干渉構造を備えることを特徴とするシート用の背中部。
【請求項３４】
請求項３２記載のシート用の背中部において、
前記背中支持部材のそれぞれはさらに、前記本体部が、奥行きより長い高さと、前記高さ
より長い幅とを備えることを特徴とするシート用の背中部。
【請求項３５】
請求項３２の記載のシート用の背中部において、
前記背中支持部材のそれぞれはさらに、前記本体部の各端部から伸びる側部支持部材を備
えることを特徴とするシート用の背中部。
【請求項３６】
シート用の背中部において、
前記シートのシート部及び前記シートの基盤部のうちの一方に連結されるようになってお
り、上端部及び下端部を有する実質的に剛性のフレーム部と、
前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記上端部と前記下端部との間に配置された
背中支持体であって、互いに連続的に並べられて配置され，かつ，隣り合うもの同士が接
した状態にあり，それぞれが凸面及び凹面の少なくとも一方を有する複数の背中支持部材
を備える背中支持体と、
前記背中支持部材のそれぞれを通って伸び、前記複数の背中支持部材を選択的に相互に圧
縮・非圧縮状態とする引張部材と、
前記背中支持体に抵抗力及び復元力を与えるために前記背中支持部材のそれぞれを通って
伸びる少なくとも１つの付勢部材とを備え、
前記複数の背中支持部材のそれぞれは、並べられて配置された背中支持部材の前記凸面及
び前記凹面のうちの一方に沿って動く前記凸面及び前記凹面のうちの一方を備えることを
特徴とするシート用の背中部。
【請求項３７】
シート用の自動調整式背中部において、
前記シートのシート部又は前記シートの基盤部のうちの一方に連結されるようになってお
り、第一の端部及び第二の端部を有する剛性のフレーム部と、
前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記第一の端部と前記第二の端部との間に配
置された背中支持体であって、互いに連続的に並べられて配置され，かつ，隣り合うもの
同士が接した状態にある，前記剛性のフレーム部の前記第一の端部と前記第二の端部との
間に配置される複数の回動による調節が可能な背中支持部材を備える背中支持体と、
前記回動による調節が可能な背中支持部材のそれぞれを通って伸び、前記複数の回動によ
る調節が可能な背中支持部材を選択的に相互に圧縮・非圧縮状態とする引張部材と、
前記背中支持体に抵抗力及び復元力を与えるために前記回動による調節が可能な背中支持
部材のそれぞれを通って伸びる少なくとも１つの付勢部材とを備え、
前記背中支持部材それぞれは、並べられて配置された背中支持部材の凸面及び凹面のうち
の一方と摺動して係合する凸面及び凹面のうちの一方を備え、前記背中支持体が使用者の
背中の輪郭形状に実質的に合わせて曲がりくねった輪郭形状となることができることを特
徴とするシート用の自動調整式背中部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は座るもの、より詳しくは椅子に関し、特に席に着く人の体の輪郭形状に一致
させるように調整できる背中の支持体を備える椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人が日々の生活の相当な部分を座りながら費やしているのは珍しいことではない。その
結果として、椅子が安全で快適なものであることは重要である。使用者の背中を支持する
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態様は、椅子の最も重要な特徴のひとつである。もし椅子による背中の支持が不十分、す
なわち椅子が不適当な位置で背中を支持した場合、使用者はおそらく不快な思いをして集
中力が中断し、疲労，悪い姿勢，慢性的な背中の問題に結びつくであろう。他方、適正な
支持を提供する椅子ではこのような問題を回避できるだけでなく、これらを正す一助にさ
えなるかもしれない。
【０００３】
　人間は多くの点で異なっており、その基本的なものはサイズ，形，体力である。それぞ
れの人間は特有なものであり、それぞれの人間が背中支持体に求めるものが異なるのは珍
しくはない。その結果、理想的な背中支持体は個人個人で異なる。
【０００４】
　残念ながら、椅子のほとんどには平均的人物に合わせて設計された背中支持体が備えら
れている。より快適で健全な座席を作るため、ある種の椅子とりわけ職場の中で使われる
椅子の中には、背中支持体の高さ，角度といったさまざまな調節機能を備えるものがある
。その他にはシートを前後に調整できるものもある。すべての椅子製品が、１つの椅子で
どんな使用者にも合うことができるような完全な補充調節オプションを与えるわけではな
い。多くの調節機構の特徴は公衆の求める要求を満足させず、その実施を正当化しない。
他の調整オプションは単に提供するには高価過ぎる。結果的にそのような椅子ではすべて
の人間に適切な適合や支持を与えることはできない。
【０００５】
　座るための物の快適さを改善するため多くの試みがなされてきた。例えば、米国特許第
３,９９０,７４２号記載の椅子は、椅子を横切って左右に伸びる個々のカム状の部材をい
くつも備えている。これらの部材は背中支持体の形状を変えるためにそれぞれが別々に回
転させることができる。このタイプの体系は調整性を高めるが、利便性を犠牲にする。各
々の使用者についてそれぞれ調節しなければならないカムの数があるとすると、さまざま
な使用者がこのような椅子を使うことは実用的でない。米国特許第５,０１８,７８６号に
、個々に調整可能な背中支持部材をいくつも備える別の椅子が開示されている。この場合
もまた、もし仮に、それぞれの使用者に合わせて椅子を形作るためにたくさんの個々の調
整を必要とするなら、このタイプの椅子ではすぐ上記と同じような不便を被る。
【０００６】
　椅子の中には自動調整システムをもつものもある。例えば、米国特許第４,９４４,５５
４号では椅子の形状をあらかじめ決められた脊椎の輪郭形状に自動的に調整するため沢山
のモーターが用いられている。しかしながら、このタイプの椅子に求められる電気的及び
機械的な複雑な接合部分は、多くの環境において信頼性，有用性，実用性を制限する。
【０００７】
　米国特許第５,３２８,２４５号には、シートと上方に伸びる支持棒を備える椅子が開示
されている。使用者の背中を支持するための支持面を画成するため、支持棒に沿って沢山
のセグメントが収受されている。セグメントは使用者に対して垂直方向で前後にスライド
可能であり、支持面が座った人の背中に合うようになる。固定機構により人は望ましい位
置でセグメントを固定できる。この発明の不便な点は、輪郭形状が正確に一致しないこと
である。むしろ輪郭形状は輪郭形状に沿った形状の急な遷移を生ずる一連の階段状の調整
により得られる。
【特許文献１】米国特許第３,９９０,７４２号明細書
【特許文献２】米国特許第５,０１８,７８６号明細書
【特許文献３】米国特許第４,９４４,５５４号明細書
【特許文献４】米国特許第５,３２８,２４５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のそれぞれの椅子は１つ以上の不便な点を有する。上述の椅子のほとんどは使用者
の背中と合致するために複雑な輪郭形成機構をもたらす。すなわち、輪郭形成機構は非常
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に時間が掛かるし、また使用者の背中に合った輪郭を作るのが困難であり、ほとんどの使
用者はこれらが実用的でないと気付くであろう。上述の他の椅子は使用者の背中と一致す
るためのシステムが複雑であり、かなりコストが高くなって、それが消費者に対する高い
価格に直接転嫁される。結果的に、現在市場で入手できる座るための物は限定された顧客
に訴えているに過ぎず、今関心のもたれている大衆向けの性質を満たしていない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１記載のシートは、基盤部と、前記基盤部に連結さ
れたシート部と、前記基盤部及び前記シート部のうちの一方から上方に伸び、実質的に剛
体の構造を形成するフレーム部と、前記フレーム部の第一の端部に連結される第一の端部
と、前記フレーム部の第二の端部に連結される第二の端部とを有する背中支持体であって
、前記フレーム部の前記第一の端部と前記第二の端部との間に位置する複数の背中支持部
材を含み、前記複数の背中支持部材のそれぞれが，隣接する背中支持部材の長手方向の面
と係合する長手方向の面を備えている背中支持体と、前記複数の背中支持部材を相互に圧
縮・非圧縮状態とし、隣接する背中支持部材に対して前記背中支持部材それぞれの相対位
置を固定するため、前記背中支持部材それぞれを貫通して伸び，前記フレーム部の前記第
一の端部と前記第二の端部との間を結ぶ留め具と、前記複数の背中支持部材に抵抗力及び
復元力を与えるために前記背中支持体内に配置された少なくとも１つの付勢部材と、を備
えることを特徴とする。なお、特許請求の範囲記載の「シート」とは椅子を含む座るもの
全般を指す概念であり、「シート部」とは座面を意味する。
【００１０】
　請求項２記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記複数の背中支持部材は
さらに、前記留め具と前記少なくとも１つの付勢部材のうちの少なくとも１つを内側に通
して収受するための、前記背中支持部材を横切る複数の通路を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載のシートは、請求項２記載のシートにおいて、前記横切る複数の通路は、
少なくとも１つの中央通路と、前記少なくとも１つの中央通路と略平行な少なくとも１つ
の外側寄りの通路とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記複数の背中支持部材そ
れぞれの前記長手方向の面は、隣接する背中支持部材の対向する対応構造に係合するよう
にされた隆起部及び溝のうちの一方を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記複数の背中支持部材そ
れぞれの前記長手方向の面はさらに長手方向のスプラインを複数備えることを特徴とする
。
【００１４】
　請求項６記載のシートは、請求項５記載のシートにおいて、それぞれの背中支持部材に
設けられた前記複数のスプラインは、隣接する背中支持部材のスプラインと係合するよう
にされることを特徴とする。
【００１５】
　請求項７記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうちの
第一の複数の背中支持部材の前記長手方向の面はさらに、前記長手方向の面に対し角度を
もって配置された溝及び突起のうちの少なくとも一方を備えることを特徴とする。
【００１６】
　請求項８記載のシートは、請求項７記載のシートにおいて、前記溝及び突起のうちの少
なくとも一方は、先端が切られた三角形状の断面を有することを特徴とする。
【００１７】
　請求項９記載のシートは、請求項７記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうちの
第二の複数の背中支持部材の前記長手方向の面は、対となる溝及び突起のうちの少なくと
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も一方を備えることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０記載のシートは、請求項７記載のシートにおいて、前記溝及び突起のうちの
少なくとも一方は、略三角形状の断面を有することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１１記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は少なくとも１つの凸面を備えることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１２記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は少なくとも１つの凹面を備えることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１３記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は円柱状の本体部を備えることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１４記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は直方体状の本体部を備えることを特徴とする。
【００２３】
　請求項１５記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は多角形体状の本体部を備えることを特徴とする。
【００２４】
　請求項１６記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記背中支持部材のうち
の第一の複数の背中支持部材は少なくとも２つの反対向きの凹面を備えることを特徴とす
る。
【００２５】
　請求項１７記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記留め具はケーブル及
び棒のうちの一方を備えることを特徴とする。
【００２６】
　請求項１８記載のシートは、請求項１７記載のシートにおいて、前記留め具は前記複数
の背中支持部材の中間部を貫通して伸長することを特徴とする。
【００２７】
　請求項１９記載のシートは、請求項１２記載のシートにおいて、前記留め具は前記複数
の背中支持部材の端部を貫通して伸長することを特徴とする。
【００２８】
　請求項２０記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、該シートはさらに、前記
留め具を引っ張られた状態にし、前記フレーム部の前記第二の端部を前記フレーム部の前
記第一の端部に向かって引っ張るための手段を備えることを特徴とする。
【００２９】
　請求項２１記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記少なくとも１つの付
勢部材は、板ばね，コイルばね，棒ばね及び平ばねのうちの１を備えることを特徴とする
。
【００３０】
　請求項２２記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、該シートはさらに、前記
複数の背中支持部材のうちの複数から伸びる複数の側部支持部材を備えることを特徴とす
る。
【００３１】
　請求項２３記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、前記少なくとも１つの付
勢部材は前記留め具に対して側方に配置されることを特徴とする。
【００３２】
　請求項２４記載のシートは、請求項１記載のシートにおいて、該シートはさらに、１つ
以上の前記背中支持部材の各端部から伸びる側部支持部材を備えることを特徴とする。
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【００３３】
　請求項２５記載のシート用の背中部は、シートのシート部及びシートの基盤部のうちの
一方に連結されるようになっており、上端部及び下端部を有する実質的に剛性のフレーム
部と、前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記上端部と前記下端部との間に配置
され、互いに連続的に並べられて配置され，隣り合うもの同士が接した状態にある複数の
背中支持部材を備える背中支持体と、前記背中支持部材それぞれを通って伸び、前記複数
の背中支持部材を選択的に相互に圧縮・非圧縮状態とする引張部材と、前記背中支持体に
抵抗力及び復元力を与えるために前記背中支持部材それぞれを通って伸びる少なくとも１
つの付勢部材と、を備えることを特徴とする。
【００３４】
　請求項２６記載のシート用の背中部は、請求項２５記載のシート用の背中部において、
該背中部はさらに、前記背中支持部材の両端部から伸びる側部支持部材を備えることを特
徴とする。
【００３５】
　請求項２７記載の背中部は、請求項２５記載の背中部において、前記フレーム部は、前
記シートのシート部及びシートの基盤部のうちの一方に取付けられる第一の支持部材と、
前記第一の支持部材から略垂直に伸びる第二の支持部材と、前記第二の支持部材の両端部
に配置される第一及び第二の連結フランジと、を備えることを特徴とする。
【００３６】
　請求項２８記載の背中部は、請求項２７記載の背中部において、前記背中支持体はさら
に、前記第一の連結フランジに前記背中支持体を取付けるための上側固定部材と、前記第
二の連結フランジに前記背中支持体を取付けるための下側固定部材と、を備えることを特
徴とする。
【００３７】
　請求項２９記載の背中部は、請求項２８記載の背中部において、前記複数の背中支持部
材はさらに、前記上側固定部材と前記下側固定部材との間に配置される第一の複数の背中
支持部材と、前記上側固定部材と前記下側固定部材との間に配置され、前記第一の複数の
背中支持部材に対して互い違いに連続的に並置される第二の複数の背中支持部材と、を備
えることを特徴とする。
【００３８】
　請求項３０記載の背中部は、請求項２８記載の背中部において、前記複数の背中支持部
材は互いに実質的に類似しており、前記複数の背中支持部材のそれぞれは凸面及び凹面の
うちの一方を有することを特徴とする。
【００３９】
請求項３１記載の背中部は、請求項２８記載の背中部において、前記背中支持体はさらに
前記背中支持部材上に形成された干渉構造を有することを特徴とする。
　請求項３２記載のシート用の背中部は、請求項２５記載のシート用の背中部において、
前記背中支持部材のそれぞれは、隣接する背中支持部材の凸面及び凹面のうちの一方と弧
状に摺動して係合する凸面及び凹面のうちの一方を有する本体部と、前記少なくとも１つ
の付勢部材と前記引張部材を収受するための、各背中支持部材の前記本体部を通って伸び
る複数の通路と、を備えることを特徴とする。
請求項３３記載のシート用の背中部は、請求項３２記載のシート用の背中部において、前
記背中支持部材のそれぞれはさらに、前記本体部の前記凸面及び凹面のうちの１つに形成
された少なくとも１の干渉構造を備えることを特徴とする。
請求項３４記載のシート用の背中部は、請求項３２記載のシート用の背中部において、前
記背中支持部材のそれぞれはさらに、前記本体部が、奥行きより長い高さと、前記高さよ
り長い幅とを備えることを特徴とする。
請求項３５記載のシート用の背中部は、請求項３２記載のシート用の背中部において、前
記背中支持部材のそれぞれはさらに、前記本体部の各端部から伸びる側部支持部材を備え
ることを特徴とする。
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　請求項３６記載のシート用の背中部は、シートのシート部及びシートの基盤部のうちの
一方に連結されるようになっており、上端部及び下端部を有する実質的に剛性のフレーム
部と、前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記上端部と前記下端部との間に配置
された背中支持体であって、互いに連続的に並べられて配置され、かつ、隣り合うもの同
士が接した状態にあり、それぞれが凸面及び凹面の少なくとも一方を有する複数の背中支
持部材を備える背中支持体と、前記背中支持部材のそれぞれを通って伸び、前記複数の背
中支持部材を選択的に相互に圧縮・非圧縮状態とする引張部材と、前記背中支持体に抵抗
力及び復元力を与えるために前記背中支持部材のそれぞれを通って伸びる少なくとも１つ
の付勢部材とを備え、前記複数の背中支持部材のそれぞれは、並べられて配置された背中
支持部材の前記凸面及び凹面のうちの一方に沿って動く前記凸面及び凹面のうちの一方を
備えることを特徴とする。
　請求項３７記載のシート用の自動調整式背中部は、シートのシート部又はシートの基盤
部のうちの一方に連結されるようになっており、第一の端部及び第二の端部を有する剛性
のフレーム部と、前記フレーム部より長く、前記フレーム部の前記第一の端部と前記第二
の端部との間に配置された背中支持体であって、互いに連続的に並べられて配置され、か
つ、隣り合うもの同士が接した状態にある、前記剛性のフレーム部の前記第一の端部と前
記第二の端部との間に配置される複数の回動による調節が可能な背中支持部材を備える背
中支持体と、前記回動による調節が可能な背中支持部材のそれぞれを通って伸び、前記複
数の回動による調節が可能な背中支持部材を選択的に相互に圧縮・非圧縮状態とする引張
部材と、前記背中支持体に抵抗力及び復元力を与えるために前記回動による調節が可能な
背中支持部材のそれぞれを通って伸びる少なくとも１つの付勢部材とを備え、前記背中支
持部材それぞれは、並べられて配置された背中支持部材の凸面及び凹面のうちの一方と摺
動して係合する凸面及び凹面のうちの一方を備え、前記背中支持体が使用者の背中の輪郭
形状に実質的に合わせて曲がりくねった輪郭形状となることができることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下の記載において、「上」，「下」，「右」，「左」，「後ろ」，「前」，「垂直方
向」，「水平方向」の用語及びその派生語は、図１に示される向きになっている発明に関
する。しかし、本発明は、明確に否定する記載がある場合を除いて、様々な別の方向性が
考えられる。添付図面及び以下の明細書中に記載された特定の装置及び方法は、明細書及
び特許請求の範囲で定義された発明の概念における単なる例示的な実施形態に過ぎない。
ここに開示される実施形態に関する特定の寸法や他の物理的な特徴は、特許請求の範囲に
おいて別に明確に述べていない限り、制限的に考慮するものではない。
【００４１】
　図１は、概括して言えば、シート部２４を支持する基盤部２２を備える椅子２０を概略
的に示している図である。背中部２６は基盤部２２又はシート部２４のうち１つに取付け
られ、そこから上方に向かって伸びている。背中部２６は、シート部２４に対する傾斜角
度を使用者が調整できるように、基盤部２２又はシート部２４のうち1つに取付けられて
いる。位置についての他の共通の調整としては、基盤部２２に対するシート部２４の傾斜
角度，基盤部２２及び背中部２６に対するシート部２４の前後位置，そしてもちろん床２
７からのシート部２４の高さの調節がある。
【００４２】
　図１～４おいて、椅子２０は使用者の背中の輪郭に適合するように容易に調節可能な背
中部２６を備える。背中部２６は、その直立した位置を維持するために構造的に十分に剛
性のある金属又は他の材料から作られるフレーム部材３０を備えているフレーム部２８を
有している。フレーム部材３０を作るために板状又は管状の鉄又はアルミニウム及びその
合金が使用されてもよい。他の適する材料として木及び木の複合材も含まれる。本願発明
の好ましい実施形態において、フレーム部材３０は略「Ｊ」字状になっており、左右に伸
びる底部の支持部３２は基盤部２２又はシート部２４のうち１つに連結することができる
。概ね背中部２６の長さだけ伸びる垂直な支持部３４は、底部の支持部３２の一端から上
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方へ伸びている。垂直な支持部３４の上端部３８は、少なくとも１つ，好ましくは２つの
横方向に伸びるフランジ４０を備える。もし２つのフランジ４０が用いられるならば、以
下の容易に明白となる理由により、フランジ４０は互いに整合して、垂直な支持部３４の
両側部から伸びて、ヨークのような構造を形成する。もし１つのフランジが好まれるなら
ば、フランジは垂直な支持部３４の中央部分から横方向外側に向かって伸びる。フランジ
４０の数に関わらず、垂直な支持部３４から最も遠い末端部分にボルト又は他の固定具を
収受する孔４４を有することが好ましい。好ましくは、同じようなヨークのような構造が
、シート部２４に最も近い垂直な支持部３４の反対側の下端部にも設けられる。図３に示
すように、横方向に伸びる２つのフランジ４２が垂直な支持部３４の両側部から伸びてい
る。しかし、すぐ上に記載したヨーク状の構造については、垂直な支持部３４の片側の中
央部から横方向に伸びる４２のような単一のフランジを用いるのが望ましいかもしれない
。
【００４３】
　背中部２６の他の部分はフレーム部２８に支持されている。図２～４を参照すると、前
もって決められた長さの背中支持体５０はフレーム部２８に取付けられている。背中支持
体５０の上端部５２は上側のヨーク状フランジ４０の間に取付けられ、反対側の端部５４
は同様に下側のヨーク状フランジ４２の間に取付けられている。好適な実施形態において
は、背中支持体５０の長さは上下のヨーク構造４０，４２の間の距離よりも長く、これに
より背中支持体５０は垂直な支持部３４からあらかじめ決められた距離だけ離れて弓形に
曲がる。
【００４４】
　背中支持体５０は好ましくは符号５６で特定される複数の背中支持部材から形成される
。ある実施形態において、背中支持体５０は、略平らな本体部６０と、これに隣接し、好
ましい実施形態においてはヨーク状の上部フランジ４０の間に収受される連結ブロック６
２とにより構成される上側固定部材５８を備える。好ましくは、連結ブロック６２はフラ
ンジ４０の穴４４と整合するように形成された長手方向の穴もしくは通路６４を備える。
同様に、背中支持体５０は、下側にある連結ブロック７０に取付けられる略平らな中実の
本体部６８を有する下側固定部材６６を備えている。下側の連結ブロック７０は同様に下
側のヨーク状フランジ４２の間に収受され、ボルトや他の固定具（図示せず）を収受する
フランジ４２の穴４４と整合するように形成された長手方向の穴７２を備えている。フラ
ンジ４０，４２に上下側それぞれの連結ブロック６２，７０を連結する構成により、背中
支持体が使用者の輪郭形状に一致できるように、背中支持体がそれぞれの端部で旋回する
ことができる。このことは以下においてすぐにより明白になるだろう。
【００４５】
　上側及び下側の固定部材５８，６６の間には複数の背中支持部材５６があり、それぞれ
が互いに垂直方向に線状に並列している。図４を参照すると、背中支持部材５６それぞれ
は隣接する背中支持部材５６に対してあらかじめ決められた角度の円弧の範囲で関節のよ
うに動くことができるので、背中支持体５０は曲がりくねった形状に従う。図４，５は背
中支持部材５６のある実施形態をより詳細に図示している。
【００４６】
　第一の実施形態において、背中支持部材５６は、第一もしくは平らな部材８０と、第二
もしくは円柱状の部材８２とを備える。図示された通り、第一の部材８０それぞれは、あ
らかじめ決められた寸法の略直方体であり、平行な前面８４と背面８６，平行な端部８８
と９０を備える。上下の端面９２，９４は、あらかじめ決められた半径の反対向きの長手
方向の凹面を有し、その凹面は並列された第二の部材８２の表面と相補的な関係にある。
第二の部材８２は幅及び長さの点で第一もしくは平らな部材８０と略同じにあらかじめ定
められた寸法を備えるまっすぐな円柱形である。第二の部材８２のカーブのかかった表面
の形状が、第一の部材８０の端面９２，９４に形成された凹面の形状と同様であれば好ま
しい。
【００４７】
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　平らな部材８０及び円筒状の部材８２については上記したが、以下で容易に明白となる
理由によって、２つの構成要素の間において干渉し摩擦が生じる表面を供給するのに十分
な表面領域がある限り、楕円形や多角形を含む様々な形状が用いられてもよい。第一の態
様においては干渉又は摩擦の相互作用及びロック機能を増大させ、一方で第二の態様にお
いては背中支持部材間での容易な相対移動を許容する異なる部材８０，８２を形成するた
め、異なる材料が用いられてもよい。この機能を成し遂げる一助となるよう、以下により
詳細にさまざまな変形を記載する。
【００４８】
　図５で最もよく示されるように、第一の部材８０及び円柱状の部材８２は、それを横切
る方向に伸びて貫通するいくつかの通路を別にすれば、実質的に中実である。特に、それ
ぞれの背中支持部材５６は、それぞれの部材５６を完全に貫通し、隣接する部材５６に形
成された同様の通路１００と実質上整合するように形成された中央通路１００を備えてい
る。この実施形態において、２つの外側寄りの通路１０２，１０４もまた部材５６を通過
して、中央通路１００の外側を平行に伸びる。部材５６それぞれの中のそれぞれの通路の
上部口，下部口は、以下の理由から横方向の寸法において部材５６それぞれの真ん中より
も大きいことが好ましいが、全長にわたって寸法が一定でも良い。通路１００，１０２，
１０４それぞれの端部に向かってより広がっていく口は、一方の支持部材が他方の支持部
材回りに回転したときに隣接する支持部材の通路を整合させるのにより大きなゆとりを与
えてくれる。
【００４９】
　隣接した背中支持部材がまとまった状態を維持するのには、直接つなげること又は連結
することを必要しない。むしろ、それぞれの背中支持部材５６を通過して伸びる、これら
に限定されないが、ケーブル，ストラップ，もしくは棒のような留め具又は引張部材１１
０を複数の背中支持部材に突き通しても良い。留め具又は引張部材１１０の最上端は上述
した固定部材５８，６６のうちの1つ、好ましくは上側固定部材５８に固定される。留め
具又は引張部材１１０の反対側端部は、フレーム部２８，シート部２４又は基盤部２２の
うちの１つのような固定された構造物に取付けられた引張装置１１２（図１参照）に連結
されるのが好ましい。留め具又は引張部材１１０及び引張装置１１２は一緒になって留め
具アセンブリを構成する。好ましい実施形態では、第一の態様において、部材１１０に加
えられた任意の張力によって背中支持部材が圧縮状態に置かれ、上記対になる表面領域に
沿って複数の背中支持部材間に実質上荷重を生み出すように引張装置１１２がフレームに
固定されても良い。引張装置の第二の態様においては、部材１１０に掛かる張力は解放さ
れ、背中支持部材５６が互いにゆるみ、移動可能となる。引張装置の種々の態様のどれで
も、部材１１０への張力の大きさを調節するのに利用し得る。そのような装置の例には、
ねじ式テンショナー，ラチェットドラム張力調整装置，カム張力調整装置，オーバーセン
タリンク機構他多数が含まれる。
【００５０】
　あらかじめ定められたばね定数を持つ、弾性のある付勢部材１１４が、それぞれの外側
寄りの通路１０２，１０４それぞれを通って伸びている。二つの弾性のある付勢部材又は
ばね１１４が、背中部２６に左右又は回転方向の剛性を与え、また、ある適度な程度にお
いて柔軟性を吸収し、また背中支持部材に柔軟性を与える。引張装置１１２が緩んだ又は
第二の態様にあるとき、ばね１１４は背中支持体をあらかじめ決められた完全に伸びきっ
た輪郭形状に変形させる。このように、使用者は椅子に座り、背中支持体５０が自身の背
中の輪郭形状と一致することができるのに十分な力を加えることができる。一旦望みの輪
郭形状が得られると、使用者は単に引張装置１１２をしっかりと固定するだけで、複数の
背中支持部材５６は互いに圧縮力が掛かった状態になり固定される。本発明のある態様に
おいては、弾性部材１１４は、原位置から動かされたそれぞれの背中支持部材に付勢力を
加えるのに十分なばね定数を備える金属又はポリマー材料からなる棒，ブレード，チュー
ブ，コイルが考えられる。
【００５１】
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　図６は、背中支持体５０を形成するために用いられ得る背中支持部材の別の実施形態を
示している。それぞれの背中支持部材１２０は、あらかじめ定められた半径を有する略ア
ーチ状の円筒形としてもよい。それぞれの背中支持部材は、圧縮力の掛かった状態におい
て並べられた背中支持部材が相互に作用するのに十分な表面領域を備えていれば、管状又
は中実であってもよい。それぞれの背中支持部材１２０の長さもあらかじめ定められてお
り、前記実施形態と同様に背中支持部材１２０はあらかじめ定められた寸法を有する中央
通路１２２及び外側寄りの通路１２４，１２６を備える。前述の実施形態と同様に、それ
ぞれの端部の開口は端部の間の通路の横方向の寸法よりも大きくて良いが、通路の寸法は
全長にわたって一定であってもよい。
【００５２】
　背中支持部材５６間の摩擦固定力を高めるため、局部的な凹凸や干渉構造を提供するこ
とにより、周囲１２８を回る表面領域を増大させてもよい。ある実施形態では、干渉構造
又は部材を、背中支持部材１２０それぞれの長さに沿ってあらかじめ定められた間隔で配
置された複数の周方向又は輪状の隆起部１３０の形にしてもよい。輪状の隆起部１３０の
輪郭は製造者への要望によって異なるかもしれないが、好適な実施形態においては輪状の
隆起部１３０それぞれはあらかじめ定められた勾配と高さを備える角錐状の横断面形状を
有する。図６には対応して組となる第一の部材１３２が示されており、この第一の部材１
３２は上端部１３４，下端部１３６それぞれに画成された、対応して組となる干渉構造を
備える。図６に示すように、上端部１３４は長手方向の凹面形状を備え、この凹面には同
じ数の横方向の窪んだ溝が形成されている。それぞれの溝１３８の勾配は輪状の隆起部１
３０とわずかに異なっており、互いに押し付けられた状態において輪状の隆起部１３０そ
れぞれが溝１３８のそれぞれに押し込まれ、両構成要素が摩擦力により良好に固定される
ようになっている。複数の輪状の隆起部１３０の付加及び溝１３８との相互作用により、
単なる円柱状の摩擦面を用いた場合よりも大きな回転方向に対する剛性を得ることができ
ることが判明した。
【００５３】
　図６に関する上記記載に基づいて、ねじり運動を減少させるとともに、摩擦による干渉
を増加させるために、相互に作用する背中支持部材５６間において別の表面領域の修正又
は改変を行うことができる。例えば図７に示すように、ある修正には、部材１４４のよう
な円柱状の部材の円周面１４２に長手方向のスプラインを設けることが含まれる。長手方
向の対になるスプラインと同様に、部材１５０のような対となる第一の部材における長手
方向のくぼみ又は凹形の端部１４８に溝または同様のもの１４６を設けても良い。同様に
、他の修正では、それぞれの背中支持部材が隣接する背中支持部材に対して動いた円弧の
角度を示す役割を果たす、複数の対となる切り子面を背中支持部材に設けることを含む。
切り子面のある面は、背中支持部材の相対的なねじり又は回転運動に抗するだけでなく、
摩擦の生じる表面領域を増やす役割を果たすであろう。構造的に連結させるためおよび表
面領域を増大させるため、他の局部的な処理又は凹凸が隣り合った背中支持部材の相互作
用する表面に形成されてもよく、これには相互作用する複数の戻り止め，くぼみ及び突起
，カム及びカムフォロワー，隆起部及び溝，及びその他の干渉構造が含まれるが、これに
限定されない。
【００５４】
　上述したような二つの異なる背中支持部材を使用するよりも、符号１６０で示されるよ
うな複数の同じ背中支持部材を用いて、実質上同様の方法で実質上同様の機能を果たし、
本願発明の範囲及び目的から大きく逸脱することなく、実質上同様の結果を達成できる。
図面を参照すると、背中支持部材１６０それぞれは略平らな本体部１６２を備えており、
略平らな本体部１６２は高さｈが奥行きｄよりも長く、幅ｗが高さｈよりも長くなってい
る。平らな本体部１６２は略矩形であり、略平行な正面１６４と背面１６６，略平行で反
対向きの端面１６８と１７０，及び略平行な頂面１７２と底面１７４をそれぞれ備えてい
る。上記と同様に、実質上本願発明の目的を逸脱することなく、他の形を採用してもよい
。記載の実施形態において、頂面１７２は凸状となっている。底面１７４は下側の背中支
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持部材１６０の凸面１７２に相補的な凹面としてよい。
【００５５】
　さらに、ある実施形態においては、本願発明を実施するのに必要とされる異なる構成要
素の数を減らすため、すべての背中支持部材１６０が上及び／又は下の背中支持部材１６
０と実質上同じものであるのが好ましい。しかしながら、背中支持体によって採用される
望ましい輪郭形状に応じて任意の輪郭の曲線において交換位置を変えるために、１以上の
背中支持部材１６０の高さ寸法を変更するのが望ましい。
【００５６】
　それぞれの背中支持部材１６０はさらに、符号１７６，１７８，１８０のような貫通す
る通路を少なくとも１つ、好ましくは複数備えてもよい。通路１７６，１７８，１８０は
高さ方向の軸と平行して上側の頂面１７２から底面１７４の外まで下方に伸びるように意
図されている。第一の態様において、それぞれの通路１７８はそれぞれの部材を貫通する
中心軸に沿って通っており、他方外側寄りの１７６，１８０は中央通路１７８に平行に、
しかし中央通路１７８からあらかじめ定められた距離だけ左右に離されている。本発明の
ある態様においては、通路１７６，１７８，１８０の直径又は寸法は全長に渡って一定と
なっていてもよい。別の実施形態においては、通路１７６，１７８，１８０それぞれは平
面１６８と底面１７０の近くでその寸法が中央の本体部１６２の中央部に近い通路の寸法
よりも大きくなるように、砂時計の縦方向の形状を有し、これにより、隣接する又は並ん
だ背中支持部材における同一の通路へ容易に移行することができる。
【００５７】
　上記と同様に、それぞれの背中支持部材の中央通路１７８は、符号１１０のような背中
支持体のあらかじめ定められた長さ分だけ伸びる固定部材又は引張部材を収受するよう意
図されている。ある態様においては、引張部材は、逆向きの力がそれぞれの背中支持部材
を圧縮状態にするように、引張荷重が掛かった状態に置かれ得る実質上どんな構造を備え
てもよい。許容される引張部材は、金属又はポリマー製の捩った又は編んだケーブル，ポ
リマー製の編んだケーブル又はロープ，金属及びポリマー製の中実の棒及びストラップ，
もしくは引張り状態に置かれ得る実質上他のどんなタイプの材料も含まれる。同様に、外
側寄りの通路は背中支持体に復元させる力を加えることができる多くの部材のうちのどれ
でも収受するよう意図されている。そのような復元力はケーブル，棒，ストラップ，ブレ
ード及びコイルばねといった付勢部材により供給される。本発明の範囲及び目的から実質
上逸脱することなく、このような復元力又は付勢力を与える他の構造を用いてもよい。
【００５８】
　操作時において、使用者の輪郭形状に適合するように背中部２６を調節するため、引張
装置１１２は、並んだ背中支持部材に掛かる軸方向の圧縮力を取除くため開放された状態
となっている。開放の度合いは、戻りばねが圧縮力にちょうど打ち勝ち、ばねの付勢力が
ある限られた数の背中支持部材に掛かる圧縮力にちょうど打ち勝つ程度から、すべての圧
縮力を除去し、ばねがすべての背中支持部材をフレーム部に対して初めの曲げられた位置
へ動かし得る位置の間で調節されてよい。好ましい実施形態において、引張装置が解放さ
れているときに、使用者が背中支持体５０に対して寄りかかり、背中支持部材５６を関節
運動あるいは、隣接する背中支持部材に含まれる回転軸回りに旋回させ、完全に壊れてし
まうことなく背中支持体が使用者の背中の曲がりくねった輪郭形状に合わせて曲がり，そ
の形をとることができるように、本発明は製造時に調節されるであろう。さらに、戻りば
ねのばね係数により、実質的に使用者が椅子の後ろに落ちるような感覚を受けないように
する大きさの抵抗力が与えられる。ばねによる抵抗力は、背中支持体を使用者の輪郭形状
に合わせるために力を再分配するのにも役立つ。一旦使用者により、椅子の望ましい椅子
の輪郭形状が構築されると、使用者は単に引張装置１１２を第二の位置すなわち固定位置
に動かすだけとなる。引張又は固定装置１１２の操作することにより、ケーブル又は引張
棒は引っ張られた状態となる。この動作により、複数の背中支持部材に同等で反対向きの
反応を起こさせ、使用者により採用された形状のラインに沿って背中支持部材同士が互い
に押し合う状態にする。背中支持部材が押し合うため、対となる凹凸面による摩擦面によ
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り、背中支持体が構築された輪郭形状を維持するのに十分な力が生じる。構造を背中支持
体５０の背後に追加することにより、背中支持体が反対方向に突き出ないようにすること
が考えられる。そのような構造には、フレーム部に向かう方向への背中支持体の移動量を
制限する物が含まれる。
【００５９】
　本発明は椅子部から上方に伸びる極めて細い背中支持体を備えるように示されているが
、符合５６，８０，８２，１２０又は１６０のような個々の背中支持部材に対し、側部の
支えやその他の構造が付加されてもよい。例えば、使用者に対して横方向での支持を与え
るために、横方向外方へ、そして反対方向へ伸びる翼状のもの，帯状のもの，棒などの構
造が、１以上の背中支持部材に取付けられてもよい。同様に、きれいで完成された外観を
作るため、当てものや布により、背中支持体及び使用者のための横方向の支持具構造を包
み込んでもよい。
【００６０】
　上述した個々の背中支持部材５６及びその変形は、樹脂及び他のポリマー材料，金属及
びその合金，及び木製をベースにした製品を含むさまざまな材料から作られてもよい。し
かしながら、圧縮力が掛かった状態で摩擦固定力を最大化する好適なデュロメータでの硬
度を得るため、背中支持部材は樹脂及び他のポリマーを用いた射出成形により作られるの
が好ましい。射出成形により、使用者は上記のさまざまな外形形状及び構造を得るのに最
も能率的な機構を得ることができる。
【００６１】
　上記から、当業者はここに開示される概念から逸脱しない本発明の修正を容易に理解で
きるであろう。特許請求の範囲において違うように明確に述べていない限り、そのような
修正は本願の特許請求の範囲に包含されるものと考えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本願発明を具現化する背中支持体を備える椅子の一類型の概略図である。
【図２】図１において円Ａで示される背中支持体上部の拡大図である。
【図３】図１において円Ｂで示される背中支持体下部の拡大図である。
【図４】図１において円Ｃで示される背中支持体中間部の拡大図である。
【図５】他の実施形態における背中支持体中間部の拡大図である。
【図６】本願発明の範囲内にある別の実施形態に係る背中支持体の斜視図である。
【図７】本願発明の範囲内にある別の実施形態に係る背中支持体の斜視図である。
【図８】本願発明の範囲内にある別の実施形態に係る背中支持体の斜視図である。
【符号の説明】
【００６３】
２０ 椅子
２２ 基盤部
２４ シート部
２６ 背中部
２８ フレーム部
３０ フレーム部材
５０ 背中支持体
５６ 背中支持部材
１００ 中央通路
１０２，１０４ 外寄りの通路
１１０ 引張部材
１１２ 引張装置
１１４ 付勢部材
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